
さいたま市水道局告示第８３号 

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項の規定により平成２７年８月

１０日さいたま市水道局告示第８２号において公告した「拡第４４６１号配水支管布設工事」の一般

競争入札について、次のとおり入札を中止したので、さいたま市水道局契約事務規程第２６条第２項

の規定により公示する。 

平成２７年８月１７日 

 さいたま市水道事業管理者 日 野  徹    

１ 中止とした一般競争入札 

ア 工事名    拡第４４６１号配水支管布設工事 

イ 工事場所   さいたま市南区鹿手袋１－２－２２～１－２－３４ 外１か所 

２ 中止とした理由 

  ＣＡＬＳ登録内容の設計書に落丁があったため。 


